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Ⅰ 総括的概要 

 

平成 18年度のわが国経済は、原油・素材価格の高止まり、米国経済の先行きや金利引上げへの懸念や

定率減税の廃止、年金・保険料の負担増による個人消費への影響など、先行きの不安材料を多く抱えな

がらも、全体としては回復に向けて着実な足取りとなった。しかしながら、依然として景気低迷を訴え

る地域や中小企業からの声も多く、大企業と中小企業、大都市と地方の間での格差が広がりつつある中

で、急速に進む経済のグローバル化や少子高齢社会に対応しうる新たなシステムの構築や財政の健全化

など多くの課題に直面し、持続的かつ安定的な経済成長の実現と安全・安心な社会の構築が求められて

いた。 

 当所では、年末の 19年度政府予算案の編成や税制改正作業等のタイミングに合わせて、わが国経済の

持続的発展や少子化対策、地域再生、中小企業の活力強化に向けた諸政策の実現について、粘り強く訴

え続けた。こうした働きかけの結果、平成 19年度中小企業対策関連予算については、ここ数年、削減傾

向にあった予算が微増に転じたほか、税制については、中小同族会社に対する留保金課税の撤廃等、当

所の要望の多くが実現した。また、全国の商工会議所を挙げて要望した「まちづくり３法」の改正が実

現し、中心市街地の活性化支援という「アクセル」と、計画的な土地利用規制という「ブレーキ」の合

わせ技による、地域の判断と創意工夫が活かされる新たなまちづくりの枠組みとツールが整備されるこ

ととなった。 

 他方、国際活動に目を向けると、自由貿易を推進するＷＴＯ新ラウンドを補完する形で、世界各国・

各地域間で経済連携協定（ＥＰＡ）、自由貿易協定（ＦＴＡ）締結の動きが加速する中、当所では、二国

間・多国間経済委員会の活発な活動を通じＥＰＡ・ＦＴＡ締結の推進を図ったほか、日本メキシコＥＰ

Ａならびに日本マレーシアＥＰＡに基づく特定原産地証明書の発給について国内唯一の指定発給機関と

なり、関係商工会議所の協力を得て一元的な発給体制を構築した。 

 こうした内外の情勢下、当所においては、山口会頭の強力なリーダーシップのもと、各地商工会議所

と緊密な連携を図りつつ、『健康な日本の創造』の大いなる飛躍に向けた事業活動に積極的に取り組んだ。 

 

総会であいさつする山口会頭 
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 なお、平成 18 年度事業活動の特徴的な成果＜トピックス＞としては、次のような事項があげられる。 

平 成 18 年 度 事 業 活 動 の 特 徴 的 な 成 果 ＜ ト ピ ッ ク ス ＞  

○ 政策提言活動 

18 年度のわが国経済は、全体としては回復に向けて着実な足取りとなったものの、依然として急

速に進む経済のグローバル化や少子高齢社会に対応しうる新たなシステムの構築や財政の健全化な

ど多くの課題を抱える中、当所では、内需主導による持続的かつ安定的な経済成長の実現と安全・

安心な社会の構築に向けて、７月に開催した夏季政策懇談会において「政策アピール」を採択する

など、わが国経済の持続的発展や少子化対策、地域再生、中小企業の活力強化に向けた諸施策の実

現について強く訴え続けた。 

その結果、19 年度中小企業対策関連予算は、経済産業省分 1,245 億円（18 年度予算比 41 億円増）、

政府全体で 1,625 億円(前年度比 0.6％増)となった。また、19 年度少子化社会対策予算は、児童手

当の拡充等により、前年度比 12.3％の増額となった。 

他方、三位一体の改革により 18 年度から都道府県に税源委譲された小規模事業対策予算が、都道

府県によっては削減されている状況を受け、小規模事業対策予算の確保に関する要望を実施。経済

産業大臣から全国知事会長に対し、なお一層の配慮をお願いする旨の書簡が発出され、全国知事会

長からは「各知事に対し、要請のあった 19 年度関係予算の確保等の特段の配慮されたい旨の書簡を

送付し、全国知事会の場で出席の知事に同趣旨の要請を行った」との返信があったほか、中小企業

庁において小規模企業施策のあり方等について検討する研究会が設置され検討が進められた。 
 

○ 国際競争力強化・社会資本整備への取り組み 

地域間格差の是正には道路等インフラの競争条件の整備が必要であることから、6 月、10 月の２

回にわたり幹線道路網の早期整備を要望、政府・与党は 12 月に「道路特定財源の見直しに関する具

体策」をとりまとめ、真に必要な道路整備は計画的に進めることとされた。また、19 年中に今後の

具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成することとされたため、19 年２月に設置した「幹

線道路網の整備促進に関する特別委員会」において３月に「地方幹線道路等の整備促進に関する意

見」をとりまとめた。 

また、中枢空港や港湾の重点的・戦略的な整備については、19 年２月に設置した「国際競争力強

化のための中枢空港等の整備に関する特別委員会」において要望をとりまとめ、政府の「アジア・

ゲートウェイ戦略構想」（19 年５月）において、大都市圏国際空港の 24 時間化、羽田の国際化等が

盛り込まれた。 
 

○ 税制改正 

税制については、税制小委員会及び事業承継対策特別委員会において具体的な検討がなされ、18

年 9 月にとりまとめた「平成 19 年度税制改正に関する要望」において、わが国中小企業の活力強化

に資する税制措置等の実現を要望した。その後、10 月から 12 月にかけて、全国の商工会議所ととも

に、積極的な陳情活動を展開した結果、中小同族会社に対する留保金課税の撤廃、減価償却制度の

抜本的な見直し、中小企業等基盤強化税制の延長、エンジェル税制の拡充等が実現するとともに、

自民党において事業承継の円滑化支援のための枠組みについて総合的な検討が行われ、19 年６月に

「中小企業の事業承継円滑化に向けた提言」がとりまとめられた。 

また、当所をはじめ経済界をあげて導入に反対している「環境税」については、前年度に引き続

き、19 年度改正での導入は見送られた。 
 

○ 創業・経営革新支援等の推進 

創業希望者を支援するため創業塾（5,015 名参加）を開催した。また、自社の経営を見直して経営

革新・新事業展開等を目指す経営者を支援するため経営革新塾（3,469 名参加）を開催するとともに、

全国６ヵ所で創業・経営革新挑戦支援フォーラムを開催した。 

このほか、優れた経営ノウハウや技術開発能力等を有する企業等ＯＢ人材と、新事業展開等を図

ろうとする中小企業とのマッチングを支援する「企業等ＯＢ人材活用推進事業」を全国で展開し、

18 年度は全国で 2,269 名（17 年度は 1,751 名）のＯＢ人材が新規登録され、1,298 件（17 年度は 1,033

件）のマッチングが成立した。 
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各種事業項目についての総括的概要は以下のとおりである。 

 

１．政策提言活動とその実現 
 

(1) 持続的な経済成長の実現と安全・安心な社会の構築を要望 

平成 18年度のわが国経済は、全体としては回復に向けて着実な足取りとなったものの、依然と

して景気低迷を訴える地域や中小企業からの声も多く、大企業と中小企業、大都市と地方の間で

の格差が広がってきた。一方で、急速に進む経済のグローバル化や少子高齢社会に対応しうる新

たなシステムの構築や財政の健全化など多くの課題にも直面した。 

こうした状況を踏まえ、当所では、内需主導による持続的かつ安定的な経済成長の実現と安全・

安心な社会の構築に向けて、７月に開催した夏季政策懇談会において「政策アピール」を採択し、

①2011 年度までの基礎的財政収支の均衡は、経済成長による税収増と歳出削減で実現を、②新た

な地方分権推進法を制定し、真の地方分権を、③少子化対策に早急かつあらゆる資源の投入を、

④地域経済と中小企業の更なる活性化と競争力の強化を、⑤スピード感のあるグローバル経済戦

略の推進を、の５項目の実現を提言した。 

また、９月に発足した安倍新内閣に対し、わが国が安定的な経済成長軌道に乗り、ようやくデフ

レから脱却しつつある今こそ、国民が安心して心豊かに暮らすことができ、特に若者が誇りと夢が

持てる新しい日本社会を構築するチャンスであるとして、当所は 10月に「安倍新内閣に望む」をと

りまとめ、要望した。その中では、①経済成長を大前提とした経済財政運営、②実効ある少子化対

策と教育の抜本改革、③財政再建と持続可能な社会保障制度の確立、④地域経済の再生と中小企業

の活性化への支援、⑤経済連携をはじめとするグローバル経済戦略の推進、の５項目を当面の課題

として、早急に対策を講じるよう求めた。 

さらに、甘利経済産業大臣、尾身財務大臣との各懇談会、公明党幹部との懇談会、政府・政党

における審議会・委員会・研究会等の諸会議での意見陳述等を通じて、わが国経済の持続的発展

や地域再生、中小企業の活力強化に向けた諸施策の実現について強く訴え続けた。 

  

 こうした働きかけに対し、「2011 年度までの基礎的財政収支の均衡は、経済成長による税収増

と歳出削減で実現」については、政府は 18 年６月に「基本方針 2006」を閣議決定し、その中で

23 年（2011 年）のプライマリーバランス達成のために必要な「要対応額」を 16.5 兆円と試算し

た。その後、税収は法人税を中心に増加し、18年度の国の一般会計税収は 4.6 兆円の伸びとなっ

甘利経済産業大臣と懇談 安倍総理大臣に要望書を手渡す山口会頭 
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た。12月に内閣府は「財政健全化の中期計画目標及び 19年度予算との関係について」を公表し、

税収増を受けて要対応額は 3.5 兆円減り 13 兆円となったことを示した。19 年１月「日本経済の

進路と戦略」（閣議決定）の参考試算によると、今後 2.0～2.5％の実質経済成長率と一定の歳出

削減を続ければ、増税措置を講じなくても、2011 年には国・地方のプライマリーバランスは黒字

化することが示された。 

「新たな地方分権推進法を制定し、真の地方分権」については、18 年 12 月、地方分権改革推

進法が成立し、国と地方の役割分担の見直し、国から地方への権限や税財源の更なる移譲、国と

地方の二重行政の解消による行政の簡素化などの改革が推進されることとなった。19年１月には、

「日本経済の進路と戦略」（閣議決定）に、地方分権と地方行財政改革の推進が掲げられた。また、

道州制については、18 年９月、安倍総理の下に道州制担当大臣が新設、19年２月に内閣府に道州

制ビジョン懇談会が設置され、３年以内に道州制ビジョンを策定することとなった。 

「少子化対策に早急かつあらゆる資源の投入」については、19 年１月の「日本経済の進路と戦

略」において、子育てフレンドリーな社会と教育の再生が盛り込まれ、社会全体の意識改革や子

どもと家庭を大切にするという視点に立った施策の拡充等、当所意見が盛り込まれた。19年度予

算においては、児童手当の拡充、教育費の軽減、小児科・産科医療体制の確保、保育環境の更な

る整備、育児休業給付拡充、企業の子育て支援税制の創設、社会全体の意識改革のための国民運

動の推進等が盛り込まれ、19 年度少子化社会対策予算総額は前年度比 12.3％の増額となった。 

「地域経済と中小企業の更なる活性化と競争力の強化」については、幹線道路網の整備に関し

ては、政府・与党は 18 年 12 月に「道路特定財源の見直しに関する具体策」をとりまとめ、真に

必要な道路整備は計画的に進めることとし、19 年中に今後の具体的な道路整備の姿を示した中期

的な計画を作成する等を合意した。また、活力ある地域経済の活性化を図る施策の拡充について

は、地域資源を活かし、新製品や観光資源を開発することで地域の魅力をＰＲし、全国規模の市

場展開を図るための支援策の拡充強化が実現するとともに、改正まちづくり 3 法の円滑な施行に

向けた諸施策が講じられた。さらに、観光立国推進基本法が制定されたことにより、個性的なま

ちづくりと観光振興を一体的に進める機運の醸成が図られた。加えて、小規模事業対策予算の責

任ある確保・執行については、19 年度の経済産業省関係予算は 1,245 億円と 18 年度予算比 41億

円の大幅増となり、ここ数年、削減傾向にあった予算が大きく反転した。 

「スピード感のあるグローバル経済戦略の推進」については、17 年 12 月に日本マレーシア両

国首脳により署名が行われた日本マレーシアＥＰＡは、18 年７月に発効し、日本マレーシア間の

貿易・投資に効果を見せ始めた。また、18 年９月にはフィリピンと、また 19 年３月にはチリ、

19 年４月にはタイとの間で協定への署名が行われ、発効に向けた手続きを行っている。さらに、

18年 11 月にインドネシア、18年 12 月にはブルネイとも大筋で合意した。この他、アセアン全体、

湾岸諸国、ベトナム、インド、スイスとの間で政府間交渉が続けられ、特に農業関係者からの懸

念が大きいオーストラリアとの交渉も開始されるなど、政府間交渉が進展しつつある。 

 

(2) 国際競争力強化・社会資本整備への取り組み 

道路整備および道路特定財源問題については、17 年 12 月に政府・与党は「道路特定財源の見

直しに関する基本方針」をとりまとめ、「道路整備に対するニーズを踏まえ、その必要性を具体的
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に見極めつつ、真に必要な道路は計画的に整備を進める」とする一方で、「現行の税率水準を維持

する」ことおよび「一般財源化を図ることを前提とし、歳出・歳入一体改革の議論の中で具体案

を得る」ことを示した。そして、同方針を受け、政府・与党において６月頃にとりまとめる「経

済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」に向けて議論が進められた。そこで、当所は 18

年６月に「幹線道路網の早期整備に関する意見」をとりまとめ、山口会頭が、政府・与党幹部を

訪ね、「基幹道路の整備等、地域間の競争条件は同じにする必要がある。道路財源に余剰が生じる

ならば、まず、こうした真に必要な道路の整備を行っていただきたい」と強く要望した。その結

果、基本方針 2006 において、道路特定財源については、「一般財源化を図ることを前提に、早急

に検討を進め、納税者の理解を得つつ、年内に具体案をとりまとめる」と記載され、道路整備に

ついては、「地域性をいかした取組に必要な道路、港湾、地域公共交通等を戦略的に整備する」と

盛り込まれた。 

その後、９月に安倍政権が誕生したことを契機に、安倍総理大臣が唱える格差問題の是正を実

現するためにも、地域間格差の是正に向けた道路等インフラの競争条件の整備が必要であり、そ

れが再チャレンジを可能とし、ひいては個人や企業の格差問題の解決にもつながっていくとして、

当所は 10月に「幹線道路網の早期整備と道路特定財源に関する要望」をとりまとめ、山口会頭が

直接、安倍総理大臣をはじめ政府・与党幹部に直接、幹線道路網の早期整備を強く要望した。そ

の結果、政府・与党は 12 月に、「道路特定財源の見直しに関する具体策」をとりまとめ、真に必

要な道路整備は計画的に進めることとし、19年中に今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的

な計画を作成する等が合意された。 

さらに、19 年中に政府において道路整備の中期的な計画が作成されることに対応するため、当

所は 19年２月に「幹線道路網の整備促進に関する特別委員会」を設置し、道路特定財源のあり方

も含めわが国における幹線道路網の整備の推進について検討する体制を整えた。その上で３月に

「地方幹線道路等の整備促進に関する意見」をとりまとめ、山口会頭が直接、安倍総理大臣をは

じめ政府・与党幹部を訪ね、地方幹線道路の早期整備を粘り強く訴えた。 

 今後、経済のグローバル化が一層進展する中で、わが国の国際競争力の強化、国際観光交流の

拡大などを図るため、社会資本整備の中でも中枢空港や港湾の重点的・戦略的な整備の必要性を

鑑み、19年２月、「国際競争力強化のための中枢空港等の整備に関する特別委員会」を設置した。

同特別委員会会合に、アジア・ゲートウェイ構想のとりまとめ担当の根元匠内閣総理大臣補佐官

を招き、効率的な魅力ある航空ネットワークの構築（首都圏空港の整備拡充、中枢空港（関空・

中部・九州・新千歳など）の戦略的活用）、利便性やコスト面の国際競争力強化（空港施設整備及

び空域の容量拡大など）、港湾の利便性の向上、リードタイムの短縮（輸出入手続の簡素化など）

や広域ポートオーソリティーの設立の必要性などについて要望した。 

こうした働きかけにより、内閣府に設置された「アジア・ゲートウェイ戦略会議」がとりまと

めた「アジア・ゲートウェイ戦略構想」(19 年５月)において、大都市圏国際空港の 24 時間化、

羽田の国際化、「貿易手続改革プログラム」の策定、複数港湾の一体的かつ利便性の高い運用、空

港・港湾へのアクセスの改善など、当所要望の大部分が反映された。 
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(3) 行財政改革と真の地方分権の実現 

地域総合経済団体である商工会議所として、効率的でコンパクトな行政の実現に向けた「行財

政改革の推進」と地域の活性化や個性ある地方の構築に向けた「真の地方分権の実現」のために

必要な改革やあるべき姿などを政策委員会や行財政改革小委員会などで検討し、政府に要望した。

７月の「夏季政策懇談会政策アピール」において、増税なき財政再建に向けた歳出削減の着実な

実行として、定員純減、事業・組織の抜本的見直し、給与（官民格差・基準）の是正、５年で 10％

の人件費削減などを、また、三位一体改革の推進として、新たな地方分権推進法の制定、国と地

方の役割分担の明確化などを要望した。19 年２月の提言「今後の地方分権改革及び行財政改革の

在り方」において、①地方の「自主・自立」を確保するための国から地方への行政権限及び税財

源の移譲、②民間活力の有効活用による行財政改革の徹底的な推進、③住民の地方分権に関する

意識改革の促進と監視機能の強化という３つの基本的な考え方と改革のタイムスケジュールを明

示し、政府に改革の実現方を要望した。また、道州制について、市町村合併の推進などによる基

礎自治体の基盤強化を前提に条件が整った都道府県から順次道州制に移行していくべきと提言。

行財政改革については、公務員制度改革の推進として、官民人事交流の拡大、能力・成果主義な

どに基づく新しい人事制度の構築など、民間活用の推進として、民間開放・規制改革の推進、市

場化テストなどの民間活用、監視システムの整備などを求めた。 

こうした働きかけに対し、５月に行政改革推進法案、公共サービス改革法（市場化テストなど）、

公益法人制度改革３法が成立し、簡素で効率的な政府の実現に向けた行財政改革の推進に向けた

環境が整備された。また、９月に官民人事交流の拡大に向けて官民人事交流法が改正され、19年

３月には特別会計の統廃合・効率化に向けた特別会計に関する法律が成立した。このほか政府は、

行財政改革を推進するため、６月に行政改革推進本部、19年１月に規制改革会議（規制改革・民

間開放推進会議の後継組織）などを設置した。さらに地方分権改革については、12 月に地方分権

改革推進法が成立し、国と地方の役割分担の見直し、国から地方への権限や税財源の更なる移譲、

国と地方の二重行政の解消による行政の簡素化などの改革が推進されることとなり、19年１月の

「日本経済の進路と戦略」には、地方分権と地方行財政改革の推進が掲げられた。道州制につい

ては、９月に、安倍総理の下に道州制担当大臣が新設、19 年２月には内閣府に道州制ビジョン懇

談会が設置され、３年以内に道州制ビジョンを策定することとなった。 

 

 

中枢空港等の整備による国際競争力強化の在り方を検討した 幹線道路網の早期整備の基本スタンスを取りまとめた 
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(4) 社会保障問題への取り組み 

当所では、７月の「夏季政策アピール」、10 月の「安倍新内閣に望む」などにおいて、現行制

度を前提とした社会保障制度改革を続ける政府に対し、「社会保障制度の抜本改革なしには、社会

保険料の引上げなどの国民や企業負担の上昇は不可避であり、国民の負担能力に応じた贅沢では

なくとも持続可能で信頼性の高い社会保障制度を再構築すべきである。財政再建に向けた社会保

障給付費削減のためには、総枠管理制度、包括払い方式拡大、終末期医療の見直し、医療との機

能分化、重複給付の見直し、自己負担割合引上げなどが必要である」として、持続可能かつ信頼

性の高い社会保障制度の抜本改革の必要性を求めた。また、公的年金を補完する企業年金の重要

性に鑑み、９月の「中小企業・小規模事業対策の拡充強化に関する要望」などにおいて、確定拠

出年金の抜本的な見直しや適格退職年金制度から特定退職金共済制度への年金資産の非課税での

移換などを政府に要望した。 

こうした働きかけにより、19年１月に閣議決定された「日本経済の進路と戦略」において、持

続可能で信頼できる社会保障制度構築のため、社会保障の一体的改革の必要性が盛り込まれた。

具体的には、①年金改革では、年金財政の検証、社会保険庁の廃止・解体、被用者年金制度一元

化の早期実現、②医療改革では、今後５年間で公的給付の内容・範囲及び負担や給付の在り方、

診療報酬や薬剤費の見直し、③介護改革では、公的給付の内容・範囲や介護報酬の見直しなどで

あり、過去、当所が要望してきた内容が盛り込まれた。 

また、平成 16年改革時の見通しを上回るペースで少子高齢化が進行し、年金制度の抜本的見直

しが迫られる中、パート労働者への厚生年金適用拡大を検討され始めたことに対し、19 年２月、

「パート労働者への厚生年金適用拡大に関する緊急アンケート」を実施し、会員企業の声を政府

（社会保障審議会年金部会など）に伝えた。こうしたことから、パート労働者への厚生年金適用

拡大については、当所アンケート結果（企業の声）などを踏まえて慎重に検討が進められた。 

また３月には、社会保険庁関連改革法案（社会保険庁廃止）が国会に提出された（19年６月成

立）ほか、被用者年金一元化法案（官民格差の是正など）が 19 年４月に国会に提出された。 

 

(5) 少子化問題への取り組み 

平成 17年の合計特殊出生率は 1.25 と過去最低を更新した（16年は 1.29）。当所では、「人口減

少問題はわが国の将来を決定づける基本的かつ最大の問題である」との認識の下、５月の「少子

化問題に関する提言」、７月の「夏季政策アピール」、10 月の「安倍新内閣に望む」などにおいて、

「少子化対策を国家の最重要課題と認識し、資金や人材などあらゆる資源を優先的に投入し、官

民挙げて実効性の高い対策を早期に実施すべき」と政府に少子化対策の抜本的拡充を求めた。具

体的には、①出生率の低下に歯止めをかける対策として、児童手当の拡充、教育費の軽減、児童

税額控除の導入、小児科・産婦人科医療の拡充などの経済的・精神的負担の軽減、②人口減少の

経済社会に与える影響を最小限に止める対策として、女性、高齢者、若年者など多様な労働力の

活用や外国人労働者の受入拡大など、③仕事と子育ての両立支援に向けた環境整備として、両立

支援に積極的に取り組む中小企業の顕彰や優遇措置等の支援策の拡充などを求めた。商工会議所

自らも企業経営者の意識改革や両立支援がしやすい社会環境づくりに取り組む姿勢を示した。12

月の「児童手当制度における乳幼児加算に関する意見」では、真に実効ある少子化対策の実現を
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図るためには、全額公費負担による３歳以上も含めた児童手当制度全体の拡充が必要と政府に求

めた。 

こうした働きかけに対し、18 年６月の「新しい少子化対策について」（政府・与党合意）には

当所意見の大部分が反映された。その結果、平成 19 年度少子化社会対策予算には、児童手当の拡

充（乳幼児加算制度の創設）、教育費の軽減（奨学金の拡充）、小児科・産科医療体制の確保（特

定不妊治療費助成額の増額）、保育環境の更なる整備、育児休業給付拡充（給付率を休業前賃金の

40％から 50％に引上げ）、企業の子育て支援税制の創設（事業所内託児施設に対する割増償却制

度創設）、社会全体の意識改革のための国民運動の推進などが盛り込まれ、予算総額は前年度比

12.3％増額された。 

 

(6) 教育問題への取り組み 

当所では、将来の日本を担う人材育成の観点から「教育のあり方」について、教育問題小委員

会などを中心に検討を重ねた。18 年４月、「教育基本法の早期改正を望む」、10 月、「安倍新内閣

に望む」において、教育立て直しのため、教育基本法の見直しをはじめ教育のあり方を抜本的に

改革すべきと強く要望した。教育再生会議会合などにおいて、商工会議所の教育支援活動を紹介

するとともに、商工会議所が中心となって地域総がかりでの教育支援が必要であることを訴えた。

また、生徒に望ましい勤労観、職業感を育成するためのキャリアスタートウィーク（中学校で５

日間以上の職場体験）などを支援した。 

こうした働きかけに対し、18 年 12 月、60 年ぶりに教育基本法が改正され、教育改革の抜本改

革に向けた改革がスタートした。19 年３月、教育基本法改正を受けて、教育改革関連３法案（学

校教育法、教員免許法、地方教育行政法）が国会に提出され、19年 6 月に可決・成立した。また、

18 年 10 月、教育改革のあり方を検討する場として、内閣府に教育再生会議が設置され、19 年１

月、教育再生会議の第一次報告「社会総がかりでの教育支援を」が発表された。第一次報告には

当所意見の多くが盛り込まれ、今後の教育改革に反映された。 

 

(7) 中小企業等における税負担軽減の実現 

税制については、当所税制小委員会および事業承継対策特別委員会において具体的な検討がなさ

れ、18 年９月にとりまとめた「平成 19 年度税制改正に関する要望」において、わが国中小企業の

活力強化に資する税制措置等の実現を政府・与党等に対し要望し、その後、10 月から 12 月にかけ

て、全国の商工会議所とともに積極的な陳情活動を展開した。この結果、わが国経済全体の活性化

の観点から税制改正大綱がとりまとめられ、特に中小企業の経営基盤の強化に資する多くの見直し

が実現されることとなった。 

まず、「事業承継税制」については、19 年度与党税制改正大綱の検討項目に、「事業承継の円滑化

を支援するための枠組みを総合的に検討する」ことが盛り込まれ、これを受け 19年２月、自民党経

済産業部会に事業承継問題検討小委員会が設置され、同小委員会では、同年６月に検討結果として、

「中小企業の事業承継円滑化に向けた提言」をとりまとめた。また、取引相場のない種類株式の相

続税等の評価方法が明確化されるとともに、取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特

例が創設された。 
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「中小同族会社に対する留保金課税」については、昭和 29 年の制度創設以来、当所が 50年来、

その撤廃を訴え続けてきたが、今般、適用対象から資本金１億円以下の会社が除外された。 

「減価償却制度」については、残存価額および償却可能限度額の撤廃、250％償却率の導入、法定

耐用年数の一部短縮化など抜本的な見直しがなされた。さらに、20 年度改正に向け、法定耐用年数

や資産区分の見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化について検討されることになった。 

「中小企業等基盤強化税制」については、２年延長が実現するとともに、「中小企業地域資源活用

促進法」に基づき、地域資源を活用した新商品・新サービスを開発・提供するための設備が、中小

企業基盤強化税制の対象に加わることになった。 

「エンジェル税制」については、特定中小会社の要件の緩和、対象となる特定新規中小企業者の

確認の合理化が行われるとともに、譲渡所得の圧縮特例が２年延長された。 

「中小企業におけるリース取引の税制上の取扱い」については、所有権移転外ファイナンスリー

ス取引の会計処理において、賃貸借処理が存続されることになった。 

「確定拠出年金」については、企業型確定拠出年金の加入者の中途引出しが認められることとな

った。なお、拠出限度額の引き上げについては「長期検討事項」とされた。 

当所をはじめ経済界をあげて導入に反対している「環境税」については、19 年度改正での導入は

見送られることとなった。なお、地球環境対策については、自民党の４部会（経済産業、環境、農

林水産、国土交通）の合同で、税制に限らずあらゆる施策を幅広く検討することが合意された。 

「土地税制」については、特定の事業用資産の買換え等の特例措置の２年延長が認められた。 

「住宅税制」については、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額の特例の創設、住

宅のバリアフリー改修促進税制の創設、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の３

年延長および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の３年延長が講じられることになった。 

「幹線道路網の早期整備および道路特定財源の見直し」については、「道路特定財源の見直しに関

する具体策」（18年 12 月８日閣議決定）を踏まえ、20年度税制改正において、所要の税制上の対応

を行うこととされた。 

「商工組合中央金庫の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置」については、

完全民営化までの間、現行税率を 20年９月末まで維持するなどの所要の経過措置を講じた上、廃止

されることとなった。 

「少子化対策・子育て支援のための税制」については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般

事業主行動計画の届出等をした事業者の事業所内託児施設について、５年間で 20％（次世代育成支

援対策推進法の中小事業主については、５年間 30％）の割増償却が可能となった 

「上場株式等の配当および譲渡益に係る 10％の軽減税率」については、適用期限を１年延長した

後、廃止されることになった。 

「寄附金税制」については、寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等の 40％（現行 30％）に

引き上げられることになった。 

「行政機関への電子申告・申請の推進」に関しては、電子証明書を取得した個人の電子申告に係

る所得税額の特別控除の創設（5,000 円）、一定のオンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除

の創設（100 分の 10 に相当する額を控除（5,000 円を限度とする））などが講じられることになった。 
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(8) 経済法規・司法制度改革に関する問題への取り組み 

企業活動に関連する法律や司法制度改革について、政府における制定・改正などの動向を注視し

つつ検討を行い、企業活動の実態に即した方向となるよう提言・要望活動を展開した。 

具体的には、18年１月に施行された改正独占禁止法については、同法の附則に基づき、内閣官房

長官の下に独占禁止法基本問題懇談会が 17年７月に設置され、概ね２年以内を目途に、独占禁止法

の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除する

ために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討が進められてお

り、当所は、この動きに対応するため、当所推薦の委員を通じて同懇談会で全国の中小企業者の意

見を表明してきた。さらに、18 年７月に公表された論点整理に対し、９月に当所は東京商工会議所

と連名で「『独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理』に対する意見」をとり

まとめ、同懇談会に提出した。同意見において、課徴金と刑事罰の併科を避け課徴金に一本化する

こと、審査・審判制度については改正前の事前審判手続きに戻すこと、不公正な取引方法に対する

措置のあり方については特殊指定や公正競争規約を活用すること等を盛り込んだ（同懇談会はさら

に検討を進め、19 年６月に報告書をとりまとめ）。 

また、21年５月までに施行される裁判員制度については、原則、辞退はできないものの、国民負

担の軽減の観点から、法令により、一定の場合には辞退が認められることになっている。法律につ

いては既に規定されているところ、法務省は、政令において辞退事由を策定する際の参考とするた

め、18年 10 月に辞退事由についての意見募集を行った。これに対し、12月に当所は東京商工会議

所と連名で「『裁判員の辞退事由』に関する意見」をとりまとめ、中小企業の特性を踏まえた弾力的

運用を求めた。今後、法務省は、各層の意見をとりまとめ、19 年末までを目途に、辞退事由等を定

める政省令を策定する予定となっている。 

このほか、企業結合ガイドラインについては、企業結合審査の予見可能性、透明性および迅速性

の向上を一層図る観点から、公正取引委員会は見直し作業を行い、１月に「『企業結合審査に関する

独占禁止法の運用指針』等の一部改正（案）に対する意見募集」を実施した。これに対し、３月に

当所は東京商工会議所と連名で「『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』等の一部改正（案）

に対する意見」をとりまとめ、公正取引委員会に提出した。その結果、３月末に公正取引委員会は

「企業結合によって競争が実質的に制限されてユーザー等である中小企業に不利益が及ぶことはあ

ってはならず，そうした懸念がある場合には企業結合審査において的確に対処していくこととして

いる」という考え方を示した。 

 

(9) 労働関係法規の見直しへの対応 

産業構造の変化が進展する中で、平成 17年度に引き続き、厚生労働省を中心に労働関係法規の見

直しについて検討が行われた。当所では、中小企業が置かれている現状を考慮したうえで労働法制

の規制緩和や適切な雇用対策が講じられるよう、審議会等の場を通じて意見を反映させるとともに、

労働法制の改正等への中小企業の円滑な対応や中小企業の実態に即した雇用・労働環境の整備を支

援するため、法制度等の周知・啓発を行った。 

就業形態の多様化、個別労働関係紛争や長時間労働者の増加に対応するためとして、厚生労働省

は労働契約に関する包括的なルールとしての労働契約法制の制定、ならびに労働時間に関する法制
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度の見直し（労働基準法の改正）を行うべく、労働政策審議会労働条件分科会において、使用者代

表、学識経験者で構成される公益代表および労働者代表の三者による議論が行われた。当所は、分

科会の動きに合わせて労働小委員会を開催し、委員からの意見を踏まえ、労働契約法制については

統一的・画一的なルールの法制化に反対するとともに、中小企業の経営実態を踏まえた対応を検討

すべき旨を主張した。また、労働時間制度についても中小企業経営の実態に沿った制度にするべき

であるとし、労働時間規制の適用除外制度（いわゆるホワイトカラー・エグゼンプション）の創設

には賛成の立場（ただし年収要件は不要）を表明するとともに、時間外労働に対する賃金の割増率

引き上げには断固として反対する旨、商工会議所推薦委員を通じ分科会の場で強く主張した。審議

会の答申には、労働契約法制の創設が盛り込まれたものの、統一的画一的なルールの多くは削除も

しくは先送りされるとともに、罰則は設けず、国の役割は周知にとどめ監督指導は行わない、とさ

れた。 

一方、労働時間制度（労働基準法改正）については適用除外制度の創設や割増賃金率の引き上げ

が盛り込まれたが、その後の政府与党の合意により、「月 80時間超の場合に割増賃金率を 50％とす

ること」ただし「中小企業は適用除外とし、法施行後、３年間経過した後に検討。大企業と同様に

適用する場合は法改正が必要」とした上で改正法案が国会に提出された。 

パートタイム労働対策については、雇用均等分科会において、「労働条件の明示」、「差別的取扱い

の禁止（通常の労働者と同一視されるパートタイム労働者への差別的取扱いの禁止、およびそれ以

外のパートタイム労働者と通常の労働者との均衡ある待遇の確保）」、「通常の労働者への転換促進」

を主な論点として議論が行われた。当所は、分科会の動きに合わせて労働小委員会を開催し、委員

から出た意見を踏まえ、通常の労働者との均衡を掲げた現行の指針で十分であること、労働条件の

明示の義務化は不要であることなどを主張したが、厚生労働省は、「労働条件の明示」、「差別的取扱

いの禁止」、「通常の労働者への転換促進」の義務化などを盛り込んだ改正法案を国会に提出した（19

年５月成立）。 

最低賃金制度については、中央最低賃金審議会や「規制改革・民間開放推進 3 か年計画」におい

て、最低賃金制度の在り方について検討を進める方針が示されたことから、労働条件分科会最低賃

金部会において、産業別最低賃金の廃止を含む見直しや、地域別最低賃金の決定基準、違反した場

合の罰金額などについて公労使三者による議論が行われた。当所は、産業別最低賃金は屋上屋を重

ねるとして強く廃止を訴えるとともに、決定基準については、最低賃金は労働の対価であり、社会

保障制度である生活保護との整合性を配慮すべきではないこと、また、罰金額についても、労働基

準法の賃金不払いの場合より高い水準にする必要がないことを主張した。厚生労働省は、産業別最

低賃金については最低賃金法の罰則は適用しないものの存続すること、地域別最低賃金については

生活保護との整合性を配慮する必要性の明確化や、罰金額の上限引き上げなどを盛り込んだ改正法

案を国会に提出した。 

雇用保険制度については、職業安定分科会雇用保険部会において、労使が負担する保険料率の引

き下げや国庫負担の廃止または縮小、雇用保険三事業の見直しなどについて議論が行われた。当所

は事業主団体として、保険料率については雇用保険の財政状況を勘案し事業主負担割合を引き下げ

るべきであること、国庫負担については国と労使の三者が負担する現行の枠組みを維持すべきこと、

雇用保険三事業については廃止を原則として徹底的な見直しを行い、料率の引き下げを含め抜本的
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に見直すべきことなどを主張した。厚生労働省は、審議会の議論を踏まえ、保険料率の引き下げや、

当分の間、国庫負担を本来の負担額の 55％に引き下げること、さらに、雇用福祉事業を廃止して二

事業とするとともに、既存事業の規模を大幅に縮減し、個別事業を引き続き見直すことなどを盛り

込んだ改正法案を国会に提出した（19年４月成立・施行）。 

外国人労働者の在留管理については、職業安定分科会雇用対策基本問題部会において、現行制度

上では任意で行われている外国人雇用状況報告を事業主に義務化することについて議論が行われた。

当所は、外国人の在留管理については省庁横断のワーキンググループでも議論されていることから、

複数の制度が作られないようにすること、事業主の負担を極力軽減すべきことを主張した。部会報

告書には、把握情報の関係省庁間での共有、手続き面での配慮が盛り込まれるとともに、中小企業

に対する周知が重要との意見が付記され、厚生労働省は、部会報告書を基に作成した雇用対策法の

改正法案を国会に提出した。また、同法案には、募集・採用に係る年齢差別の禁止について、（現行

の努力義務から）義務化することが盛り込まれた（19 年６月成立）。 

法制度等の周知・啓発については、中小規模事業場に対して平成 20年度から導入が予定されてい

る「長時間労働者への医師による面接指導制度」の浸透・定着を目的とする「小規模事業場におけ

る事業者等に対する研修等支援事業」、および労働時間等の設定の改善を通じた仕事と生活の調和の

とれた働き方の普及・啓発を目的とする「仕事と生活の調和のとれた働き方に係る普及啓発事業」

を厚生労働省より受託し、各地商工会議所においてセミナー等を開催するなど、積極的な普及啓発

活動を行った。 

 

(10) 社会情勢の変化に適応した雇用環境整備への対応 

これまで日本経済を牽引してきた団塊世代が定年退職の時期を迎えることで予想される、熟練技

能を持つ労働者の不足が社会問題となっており、団塊世代から若年労働者への円滑な技能伝承が課

題となっている。当所は、６月と９月に発表した中小企業施策に関する要望の中で、ジョブカフェ

やインターンシップ、日本版デュアルシステムなどを活用した若年者の雇用促進・人材育成につい

て提言を行った。その結果、19 年度も地域レベルで中小企業の人材確保支援事業を行うなど、政府

は引き続き若年者の雇用促進・人材育成に積極的に取り組むことになった。 

さらに、外国人労働者の受け入れについても、上記の中小企業施策に関する要望において、外国

人労働者の受け入れ拡大および外国人研修・技能実習制度の運用緩和・拡充を求めた。政府・与党

では外国人労働者問題に関する議論が行われており、当所としても、引き続き意見・要望活動を行

うこととしている。 

 

(11) 地球温暖化をめぐる諸問題への対応 

わが国の温暖化対策については、14年３月に策定した「地球温暖化対策推進大綱」の基本的考え

方において、「環境と経済の両立」を大前提として、６％削減約束の達成への取組みが経済活性化や

雇用創出等にもつながるよう、仕組みの整備・構築を図ることになっている。また、京都議定書発

効を受け、17 年４月に閣議決定された京都議定書目標達成計画においても、「環境と経済の両立」

という基本的考え方が明記されている。当所では、「平成 19年度税制改正に関する要望」において、

「環境税は、温室効果ガスの総排出量に応じて課税するまさに経済統制的な手法であり、『環境と経
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済の両立』を阻害するものであるため、その導入には断固反対である」とし、環境税の導入には断

固反対である旨を改めて表明した。 

こうした活動の結果、19 年度税制改正での導入は見送られ、18 年 12 月に公表された与党税制改

正大綱には、「環境税については、平成 20年から京都議定書の第一約束期間が始まることを踏まえ、

さまざまな政策的手法全体の中での位置づけ、課税の効果、国民経済や産業の国際競争力に与える

影響、既存の税制との関係等に考慮を払いながら納税者の理解と協力を得つつ、総合的に検討する」

と記載された。 

一方、京都議定書の目標達成には、ライフスタイルの変更など、国民一人ひとりに大きな変革を

求めることが大切であり、産業界としても引き続き温暖化対策に積極的に取り組むことが必要であ

ることから、18 年１月より、当所をはじめとする産業界、各種団体、関係省庁等 34 団体で組織す

る「地球温暖化対策に係る国民運動の運営会議」が運営する総合情報発信ウェブサイト「地球温暖

化防止ポータルサイト」において、各地商工会議所が取り組む温暖化防止に関する活動、イベント

等を周知している。 

 

(12) ＬＯＢＯ調査による景気動向の迅速な把握とその活用 

平成元年４月にスタートしたＬＯＢＯ調査（早期景気観測システム）については、10年度より導

入した商工会議所イントラネットによる調査・回収が各地商工会議所に定着し、より迅速・的確な

調査が可能となった。18年度には調査対象の一層の拡充を図る（19年３月現在、407 商工会議所管

内の 2,588 業種組合等）とともに、景気動向のより的確かつ迅速な把握に努めた。また、この調査

結果を各種政策提言等の裏付けとして有効に活用し、要望活動を展開した。 

 

 

２．中小企業の健全な成長･発展と、創業・経営革新への挑戦支援 

(1) 中小企業対策に関する政策提言活動を展開 

新たな産業と雇用の創出の担い手であり、またわが国経済のダイナミズムの源泉として活躍が期

待されている中小企業を支援するため、６月に「平成 19年度中小企業関係施策に関する要望」、９

月には、｢平成 19年度中小企業・小規模事業対策の拡充・強化に関する要望｣をとりまとめ、実現に

努めた。 

また、三位一体の改革により都道府県によっては小規模事業対策予算が削減されていることから、

中小企業政策小委員会等において「地方分権時代の小規模事業対策のあり方」をテーマに議論を行

い、その検討結果を報告書にまとめた。また、９月には「地方分権時代の小規模事業対策予算の確

保等に関する要望」をとりまとめ要望活動を行った。 

その結果、ここ数年、削減傾向にあった政府の中小企業対策予算が 19年度は大きく反転し、地域

資源を活用した活性化支援、ものづくりの高度化支援、起業・再起業の支援など、地域・中小企業

の自立的発展に向けた総合的な支援措置が講じられることとなった。 

さらに、小規模事業対策予算は、経済産業大臣から全国知事会会長に対し、なお一層の配慮をお

願いする旨の書簡が発出され、全国知事会会長からは「各知事に対し、要請のあった 19年度関係予
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算の確保等に特段の配慮されたい旨の書簡を送付し、全国知事会の場で出席の知事に同趣旨の要請

を行った」との返信があった。なお、中小企業庁において小規模企業施策のあり方等について検討

する「小規模企業政策研究会」が設置され、検討が進められた。 

(2) 金融問題への取り組み 

当所は、中小企業金融の多様化・円滑化について議論すべく「第４回金融問題・第８回中小企

業政策合同小委員会」を開催し、政策金融の諸施策について経済産業省ならびに中小企業庁と意

見交換を行った。そのなかで、「ＡＢＬ（アセット・ベースト・レンディング）」の普及促進、「流

動資産担保保証制度」、「事業再生保証制度」、「再挑戦保証制度」、「海外展開支援保証制度」の創

設などの施策について中小企業のニーズに的確に対応するよう要望し、その要望が盛り込まれた

法案（産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正す

る法律案）が 19年通常国会に提出された（それぞれ 19 年４月、５月に成立）。 

また、電子登録債権について、法制審議会電子債権法部会では、金銭債権を活用した資金調達

環境を整備する等のため、金銭債権についてその取引の安全を確保して流動性を高めるとともに、

電子的な手段を利用した金銭債権の譲渡の法的安定性を確保する観点から、電子登録債権法制の

創設に向けた審議を行い、18 年８月に、これまでの審議の結果を中間試案として公表した。こ

れに対し、当所は同月、「『電子登録債権法制に関する中間試案』に対する意見」をとりまとめ、

法務省に提出した。その結果、第 166 回通常国会に提出された電子記録債権法案において、発生・

譲渡等の効力発生要件、管理機関の責任、当事者の申請によらない支払等登録、登録原簿等の開

示など、当所の要望事項が盛り込まれた（同法案は 19 年６月に成立）。 

さらに、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫等が統合する新機関や、民営化する商工組合中

央金庫のあり方について、ユーザーである中小企業の利便性を第一に考え、資金調達に支障がな

いよう、与野党国会議員に対し要望活動を行った。その結果、行政改革推進法が平成 18年５月に

成立し、要望の多くが法律自体や衆議院・参議院の附帯決議に盛り込まれた。その後も制度の詳

細設計作成の過程で要望活動を継続し、18年６月に政策金融改革推進本部および行政改革推進本

部で、新機関等の金融セーフティーネット機能の維持や財政基盤の確保などの詳細が盛り込まれ

た「政策金融改革に係る制度設計」が決定された。 

19 年２月には、商工中金の完全民営化までの移行期における特殊会社としてのあり方を定めた

株式会社商工組合中央金庫法案のほか、株式会社日本政策金融公庫法案が閣議決定され、国会に

提出された（いずれも 19年５月成立）。 

 

(3) 「創業塾」等の創業・経営革新支援事業を全国で展開 

中小企業庁の補助事業として、創業人材育成事業（創業塾・経営革新塾）を実施した。 

 創業予定者に対し、創業に係るビジネスプランを完成させ、創業に必要な実践能力を習得しても

らうことを目的とした創業人材育成事業「創業塾」（30時間程度）を全国で延べ 173 回（受講者 5,015

名）開催した。 

また、既に事業を営んでいる者や若手後継者に対し、新事業を展開するために必要な経営戦略、

組織マネジメント等の知識・ノウハウを体得し、実現可能な経営革新アクションプランを完成させ
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ることを目的とした「経営革新塾」（20～30 時間程度）を全国で延べ 140 回（受講者 3,660 名）開

催した。 

さらに、創業・経営革新に取り組む人材を発掘し、創業塾・経営革新塾の受講を促進するため、

全国６ヵ所で創業・経営革新挑戦支援フォーラムを実施した。 

なお、創業・経営革新の支援拠点として、全国 175 ヵ所にシニアアドバイザーセンターが設置さ

れており、当所は商工会議所に設置されているセンター（89ヵ所）に対し情報提供などの支援活動

を行った。 

 

(4) 企業等ＯＢ人材マッチング事業の全国的な活動 

新事業展開等を図るために人材を必要としている中小企業と、退職後も自らの知識・経験などの

ノウハウを活かしたいという意欲を持った優れた経営ノウハウや技術開発能力等を有する企業等Ｏ

Ｂ人材とのマッチングを支援する「企業等ＯＢ人材活用推進事業」を、中小企業庁の委託により 15

年度から開始し、４年目となった。 

当所内に設置する「企業等ＯＢ人材マッチング全国協議会」では、成功事例創出のため、本事業

の活用中小企業ならびに登録ＯＢ人材を対象とした事業評価調査の実施、マッチングコーディネー

ターおよび実務担当者向け研修会の実施、将来像検討委員会の開催、ホームページによる情報提供

など、マッチング成功事例の創出を促進するため、多彩な活動を行った。また、本事業を通じたＯ

Ｂ人材の中小企業等への支援活動に対する国民の理解、社会的評価の向上、潜在的な活動人材の意

識喚起のために、新聞・雑誌等各種媒体による広報活動の強化を図るなど、企業等ＯＢ人材と中小

企業との効果的マッチングを支援するための全国的な活動を展開した。 

一方、各都道府県レベルにおいては、各都道府県に設置された幹事商工会議所を母体とする「企

業等ＯＢ人材マッチング地域協議会」が、ホームページの作成・管理、企業等ＯＢ人材の発掘・登

録、マッチングデータベースへの登録、マッチング、既存マッチング組織の把握と連携支援等を行

った。 

さらに､12 の企業等ＯＢ人材マッチング組織をモデル事業先として委託し、活用事例等を全国協

議会のホームページで紹介し、本事業成果の普及を図った。 

こうした活動の結果、18 年度は新たに 2,269 名のＯＢ人材が登録され、平成 19 年３月現在の登

録ＯＢ人材総数は 6,902 名となっている。また、事業成果としてのマッチング件数も 1,298 件と増

加した。（17年度は 1,033 件） 

 (5) 小規模企業融資の推進 

経営指導を金融面から補完する小企業等経営改善資金融資（マル経）制度について、貸付限度額

の特例措置（別枠 450 万円）の取扱期間の延長などに関して、各種会議や資料提供等を通じて周知

徹底・利用促進を図るとともに、マル経総合研修会（事故対策義務研修会）やブロック別中小企業

相談所長会議等を通じて円滑な運用・推進に努めた。18年度の商工会議所におけるマル経制度の推

薦実績は、件数で 26,432 件、金額で 976 億 6,744 万円となり、全国の融資実績（商工会を含む）は

1,639 億 5,870 万円で、当初貸付規模 4,500 億円に対する消化率は 36.4％となっている。 

小企業等経営改善資金融資（マル経融資）制度は、近年、融資実績が減少傾向にある一方、事故
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（延滞）率は高めの水準で推移している状況を踏まえ、今後の制度の改善・強化策を検討すべく、

18年１月から中小企業庁小規模企業参事官と金融課長との私的研究会が設置され、見直し問題に取

り組んだ。 

 (6) 経営安定特別相談事業の展開 

６月から７月にかけて全国２ヵ所（東京、福岡）において商工調停士研究会ならびに担当者講習

会を開催するとともに、２月には東京で全国商工調停士会を開催した。 

経営安定特別相談室を設置している 230 商工会議所の 18 年度の相談受付件数の合計は 1,830 件

であり、そのうち 1,340 件が商工調停士等のアドバイスによって倒産を回避することができた。業

種別では、小売業（415 件）、製造業（396 件）、サービス業（376 件）の順に多く、規模別では小企

業が依然半数以上を占めており、次いで小規模企業、中小企業の順となっている。 

経営不振に陥った原因としては受注・販売不振、関連企業の倒産が多かった。 

(7) 事業再生の支援と再チャレンジ推進 

中小企業再生支援協議会は改正産業活力再生特別措置法により活動の継続と充実が図られた。18

年度においては 2,584 社からの相談を受け、485 社の再生計画策定支援が完了するなど、着実な成

果を挙げた。なお、414 社は引き続き再生計画策定支援中となっている。 

また、事業の見通しが厳しい中小企業者の事業撤退・転換や、廃業経験を有する個人の再挑戦に

係る相談を受け付ける、中小企業庁の 19年度施策「早期転換・再挑戦支援窓口事業」の委託先に当

所などが決定した。 

(8) 中小企業の技術開発支援 

産学官連携による共同研究を支援促進するため、中小企業と大学・研究機関による地域新生コン

ソーシアム（共同研究体）研究開発事業等の諸施策を推進した。 

特に、中小企業の技術開発を支援し、新事業の創出に寄与するため、10年に創設された中小企業

技術革新制度（ＳＢＩＲ）の普及、情報の提供等を図ることを目的として、12 月に東京 92 名、１

月に名古屋 50 名の参加者を得て「ＳＢＩＲ推進セミナー」を開催した。なお、ＳＢＩＲの支出目標

額も 19年度は 390 億円に拡大した。 

 (9) 消費税の制度改正に関する周知活動 

16 年４月からの消費税の制度改正に伴い、新たに消費税の課税対象となった事業者および新たに

本則課税が義務づけられた事業者等に対し、中小企業庁の委託により講習会および相談事業等を実

施するとともに、テキスト・Ｗｅｂサイトの作成等による情報提供を行った。 

税務申告書の作成指導・代行を行う税務指導は全国で 5,663 回開催され、４万 3,235 人が相談に

訪れた。事業者向けテキスト「これでスッキリ！はじめての消費税申告」を 47 万部作成し、事業者

の理解を深めるためのＰＲ活動を行った。 
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(10) 中小企業会計の改正、周知・普及に向けた取組み 

当所はじめ日本公認会計士協会、日本税理士会連合会および企業会計基準委員会で構成する「中

小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計

基準および 18 年５月１日から施行の会社法・会社法関係政省令を踏まえ、「中小企業の会計に関

する指針」（17 年８月）の改正作業を行い、４月 28 日に改正版を公表した。その後、「リース取

引に関する会計基準」の見直しに並行して、中小企業におけるリース取引に係る会計処理の取り

扱いについて、同作成検討委員会の下部組織である「中小企業の会計に関する指針作成検討専門

委員会」において検討を重ねた。その結果、借り手における所有権移転外ファイナンスリース取

引の会計処理に関し、同会計基準では賃貸借処理が廃止され売買処理に一本化されたが、中小企

業の取り扱いについては、中小企業の声を受けて当所が現状維持を強く訴えたところ、賃貸借処

理が存続することとなった。これを受けて、12 月にとりまとめられた 19 年度与党税制改正大綱

において、中小企業の所有権移転外ファイナンスリース取引における会計処理については、税制

面でも賃貸借処理が存続することとなった。 

なお、中小企業基盤整備機構と連携して、各地商工会議所で「中小企業会計啓発・普及セミナ

ー」を開催し、中小企業会計指針の周知・普及に努めた。 

(11) 中小企業知的財産啓発普及事業 

中小企業庁の委託事業として、中小企業知的財産啓発普及事業を実施した。本事業では、全国の

商工会議所に知財の活用ノウハウや問題解決の相談窓口「知財駆け込み寺」を整備するとともに、

併せて、企業経営の中核に知財戦略を据えた企業活動を普及するためのセミナーを各地（52 ヵ所）

で実施した。また、「知財駆け込み寺」の経営指導員向けマニュアルやポスターを作成した。 

 

３．コンパクトでにぎわいのあるまちづくりの推進と地域産業の振興 
 

 (1) まちづくり３法の改正と改正法の適正な運用に向けた取り組み 

 まちづくり３法の改正は、18年２月６日に「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の

活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案」（中心市街地活性化法など）、およ

び「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案」（都市計画法・建築

基準法など）が閣議決定され、国会に提出された。このうち都市計画法・建築基準法改正案は５月

24 日に参議院本会議で可決成立し５月 31 日に公布、11 月 30 日に一部施行された（全面施行は 19

年 11 月 30 日）。また、改正中心市街地活性化法改正案は５月 31 日に参議院本会議で可決成立し、

６月７日に公布、８月 22日に施行された。 

 今回の見直しは、全国の商工会議所を挙げた要望活動の結果、日本商工会議所の要望を全て満た

す内容になっており、中心市街地の活性化支援という「アクセル」と、計画的な土地利用規制とい

う「ブレーキ」の合わせ技による、地域の判断と創意工夫が活かされる新たなまちづくりの枠組み

とツールが整備された。 

 今後、各地域において新しいまちづくりを推進するためには、これらのツールを実効性のあるも

のにすることが極めて重要であることから、「まちづくり特別委員会」（委員長：板橋敏雄足利商
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工会議所会頭）では、中心市街地活性化関係府省庁連絡協議会が８月に行った「中心市街地活性化

関係府省庁連絡協議会が作成した基本方針の案のドラフト」、国土交通省が８月～９月に行った「都

市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の

整備に関する政令案」のパブリックコメント、国土交通省が10月に行った「都市の秩序ある整備を

図るための都市計画法等の一部を改正する法律」の施行に伴う都市計画運用指針（改訂案）及び開

発許可制度運用指針（改訂案）に対し、それぞれパブリックコメント（意見）を提出した。 

 また、まちづくり３法の改正を審議する過程で４月18日に開催された衆議院経済産業委員会で行

われた中心市街地活性化法改正案の参考人質疑に、商工会議所を代表して、日商まちづくり特別委

員会の板橋敏雄委員長が出席し、①計画的な土地利用規制と広域調整の必要性、②地域ぐるみでま

ちづくりに取り組む地域への積極支援、③大型店の社会的責任、④農振法・農地法の適正かつ厳格

な運用、の４点について意見陳述を行った。陳述では、特に、大型店の社会的責任に関し、大型店

が地域のまちづくりに貢献していくためのしっかりしたガイドラインを作るべきであるとともに、

政府としても指導・監督、フォローアップしていくべきであることを求め、また、農振法・農地法

の適正かつ厳格な運用に関しては、優良農地を転用して出店するケースが多いことに鑑み、都市計

画法施行までの１年６カ月の経過期間中にあっても、安易な農振解除・農地転用が行われないよう

に、「農業地域振興制度に関するガイドライン」を改正するなどして、市町村及び都道府県を適切に

指導するよう強く要請した。 

 こうした取り組みの結果、経済産業省「産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会経営支援

分科会商業部会合同会議」は19年１月19日、「大規模小売店舗立地法第４条の指針再改定案策定に

当たって（案）」および「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（再改定案）」

を決定したほか、農林水産省は、地方農政局長、沖縄総合事務局長、都道府県知事宛に、19年３月

27日付で「農業振興地域制度及び農地転用許可制度の運用の適正化等について」（農村振興局長通

知）を発出し、当所の要望に沿った改善に向け前進が見られた。 

 なお、19年８月末現在、中心市街地活性化協議会が58地域（商工会議所地域55、商工会地域3）に

設置され、このうち、18地域で中心市街地活性化基本計画が認定されている。また、大型店の社会

的責任に関する業界自主ガイドラインが4件作成・公表されたほか、20の地方自治体（15都道府県、

５市）において、大型店の立地規制（ゾーニング）等に関する条例・ガイドラインが制定されてい

る。 

 

 (2) 新しい街づくりのための説明会等を開催 

 まちづくり３法の見直しを受け、５月に、中心市街地活性化基本計画の策定を目指す地域の商工

会議所・商工会、自治体、議会議員、商店街、ＮＰＯ、地権者、市民団体などを対象に、「新しい

まちづくり研修会」を開催し、257名が参加した（内訳：166会議所で205名、27自治体で34名、その

他18名）。また、10月には、市町村による基本計画の認定申請や商工会議所等を中心に中心市街地

活性化協議会の設置に向けた取組みを支援するため、「新しいまちづくり実務担当者研修会」の第

２弾として、直前対策セミナーを開催し、111名が参加した（内訳：81会議所で90名、８自治体で12

名、その他９名）。このほか、各地商工会議所が主催する個別の説明会にも当所から担当者を派遣

した。 
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 さらに、法政大学地域研究センターと共催で、７月と19年１月に、「まちづくり公開セミナー」を

開催し（７月参加者：188名、１月参加者：147名）、まちづくり３法改正のポイントについて解説す

るとともに、新しい時代のまちづくりや都市経営の方向性について探り、改正３法の趣旨を踏まえ

たまちづくり条例やガイドラインの制定経緯や意義、その効果などを検証した。 

 

 (3) ｢商工会議所観光振興大会 2006in はこだて」を開催 

18年６月に「平成19年度観光振興政策に関する要望」を取りまとめ、「省庁間の連携、官民の連

携による『観光立国』の実現」「まちづくりと観光振興の一体的推進」等を政府・関係機関等に働き

かけるとともに、商工会議所が主体となって観光振興による地域経済活性化に努めた。 

 10月には、全国の商工会議所関係者等約1,200人

の参加を得て「商工会議所観光振興大会2006inはこ

だて」を北海道函館市において開催した。大会では

講演やパネルディスカッション等のほか、須田寛・

観光小委員会委員長が、各地商工会議所における観

光振興事業への取り組みの現状と今後の方向性に

ついて報告した。さらに、商工会議所が各々の地域

資源を活かした、「地域の、地域による、地域のた

めの観光地づくり」の推進等を掲げた「函館アピー 

ル」を採択した。 

 また、ホームページ「観光振興ナビゲーター」で、全国から収集した各地商工会議所の観光振興

事例、観光イベント情報や各省庁等の支援施策等に関する情報を発信した。 

 

 (4) ものづくり振興 

各地商工会議所がものづくり支援機関として、

地域・中小企業の総合的なコーディネーターと

しての役割を果たせるよう、日商ホームページ

「ものづくり情報ナビゲーター」やイントラネ

ット等を通じ、各地商工会議所のものづくり振

興や地場産業活性化に向けた取り組み事例、行

政等の各種支援策などの情報を提供した。 

また、16年度より実施している「ＪＡＰＡＮ

ブランド育成支援事業（中小企業庁補助事業）」

を引き続き実施し、地域資源を活かし、内外市場

で通用するブランド力の育成・強化を図るため、

商工会議所が地域の企業等をコーディネートしつつ、市場調査、専門家招聘、試作品開発、海外展

示会への参加等の取り組みを行うプロジェクトを総合的に支援した。 

 

 

｢地域の、地域による、地域のための観光地づくり｣を目指

す函館アピールを採択

高いデザイン性が話題をよんだＪＡＰＡＮ 

ブランドエキシビジョン 
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(5) 新製品開発･観光開発をバックアップ 

「地域資源∞全国展開プロジェクト（小規模事業者新事業全国展開支援事業）」を初めて実施し、

84 件の事業を採択。地域資源を活かし、新製品や観光資源を開発することで地域の魅力をＰＲし、

全国規模の市場展開を図るため、市場調査、専門家招聘、試作品開発、商談会・展示会開催等の、

各地商工会議所による地域の事業者と一丸となった取り組みを総合的に支援した。 

 

４．諸外国とのＦＴＡ・ＥＰＡ締結の推進と国際ビジネス活動支援 
 

 (1) ＦＴＡ・ＥＰＡ締結の推進 

 わが国の持続的な経済発展や企業の国際競争力強化のため、ＦＴＡ・ＥＰＡの締結の加速化につ

いて、二国間経済委員会等の活動をはじめあらゆる機会を通じ政府ならびに関係各方面に働きかけ

た。政府においても戦略的に重要な国・地域との交渉を積極的に推進しており、当所を初めとする

民間経済界では、その支援と協力に邁進した。 

 その結果、17年12月に日本マレーシア両国首脳により署名が行われた日本マレーシアＥＰＡは、

18年７月に発効し、日本マレーシア間の貿易・投資に効果を見せ始めた。日本マレーシアＥＰＡで

は、日本メキシコＥＰＡに続き、ビジネス環境整備に関する項目が規定されており、19 年３月には

アジアで初めてのビジネス環境整備小委員会が開催され、両国政府や日本マレーシア経済協議会な

ど民間分野から関係者が出席し検討が行われた。 

 また、18 年９月にはフィリピンと、また 19 年３月にはチリ、19年４月にはタイとの間で署名が

行われ、協定発効に向けた手続きを行っている。さらに、18 年 11 月にインドネシア、18年 12 月に

はブルネイとも大筋で合意した。この他、アセアン全体、湾岸諸国、ベトナム、インド、スイスと

の間で政府間交渉が続けられ、特に農業関係者からの懸念が大きいオーストラリアと の交渉も開始

されるなど、政府間交渉が進展しつつある。 

 (2) ＥＰＡ特定原産地証明書発給への取組み 

 日本マレーシアＥＰＡ（18 年７月 13 日発効）に基づく特定原産地証明書の発給については、当

所が日本国内唯一の指定発給機関となって、全国 20 の商工会議所に当所事務所を設置して特定原産

地証明書の一元的な発給体制を構築し、業務を開始した（19 年３月現在：21事務所）。 

 加えて、全国 20 商工会議所が指定機関となって証明書の発給を行っていた日本メキシコＥＰＡ

に基づく特定原産地証明書発給業務については、事業者の利便性の向上等の観点から、19年度以降

の当所への一元化に備え、国際経済委員会の下に設置された「貿易関係証明小委員会」や各地商工

会議所の実務者で構成する「特定原産地証明に関する研究会」などで検討を行い、新体制への円滑

な移行を図った（19年４月から当所による一元的発給体制に移行）。 
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 (3) 訪インド経済ミッションの派遣と諸外国との交流強化 

 18 年９月 22 日～10 月２日の 11 日間、山口会頭を団長に、各地商工会議所正副会頭等、総勢 55

名からなる経済ミッションをインドに派遣し、アグラ（オプション）、デリー、ムンバイ、チェンナ

イの各都市を訪問した。 

 政府首脳、経済界代表、現地日本人商工会幹部

等と、現地経済の現状、巨大市場の将来展望、イ

ンフラ整備に対する日本の協力、日本の製造技術

とインドのソフトウェアの融合および進出日系企

業が抱える諸問題等について意見交換を行い、イ

ンドとわが国との良好な経済関係の構築を図った。 

また、諸外国からの経済ミッション等の受け入れ

を通じ、経済交流の促進と関係の強化を図った。 

 (4) 日印経済委員会など活発な二国間・多国間経済委員会活動の展開 

 日印経済委員会では、巨大市場インドへの関心が高まる中で、日印ＥＰＡおよびインフラの各ワ

ーキング・グループを継続的に開催し検討を進めた。また、19年２月にデリーで、日印ＥＰＡおよ

びインフラ・環境整備等を主要テーマに、第 34回目の合同委員会を開催、併せてラジャスタン州へ

ミッションを派遣した。また、18 年 12 月のマンモハン・シン首相の来日に際し、経済４団体とと

もに歓迎昼食会を開催した。さらには、このシン首相来日の機会を捉え同委員会で取りまとめたＥ

ＰＡに関する意見書を両国政府に提出するなど、ＥＰＡへの取組みを促した。  

 日本・スリランカ経済委員会では、18 年５月、東京で第 14 回合同委員会を開催した。日本・エ

ジプト経済委員会では、18 年 11 月にカイロで第 7 回合同会議を開催、併せて中小企業ミッション

を派遣した。日本・パキスタン経済委員会では、19年 1月、カラチで第４回日・パ民間経済人会議、

イスラマバードで第 3回日・パ官民経済対話をそれぞれ開催した。 

 日智・日亜の委員会では、18年９月、第 24 回日智経済委員会をサンチャゴで開催するとともに、

ブエノスアイレスで第 21回日亜経済合同委員会を６年ぶりに開催した。また、日豪経済委員会では、

18年 10 月、第 44 回合同会議をシドニーで開催し、日豪ＥＰＡ早期交渉開始を求める共同声明を採

択した。さらに、日本ペルー経済委員会では、19 年２月に「ペルー投資セミナー」を開催し、11

年以降休会となっている経済協議会再開の気運が盛り上がった。 

 この他、各国政財界からのミッション受け入れ、セミナーや懇談会を開催し、会員への情報提供

を行った。 

 (5) アジア商工会議所連合会（ＣＡＣＣＩ）設立４０周年記念第２１回総会への参画 

 ＣＡＣＣＩは、アジア・太平洋域内諸国間における貿易・投資の促進ならびに域内地域の経済発

展に資することを目的に 1966（昭和 41）年に設立され、18 年で設立 40 周年を迎えた。現在、24

カ国・地域の 26商工会議所等が正会員となっている。 

 ＣＡＣＣＩは、２年に１度総会を開催しているが、設立 40 周年を迎えたことから、台北での総

会を記念総会とし、内外から 300 名の関係者が出席した。 

インド・デリーでシン首相と会談する山口会頭 
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 当所では、本総会の開催に際し、わが国がＣＡＣＣＩ設立以来の有力メンバー国として活動して

いる点や永年の日台の友好関係から、各地商工会議所から参加者を募り日本代表団（団長：村田日

商副会頭）を組織、全国各地から 67名が参加した。日本代表団は、地元台湾に次ぐ参加規模で、開

会式や分科会、若手起業家委員会などに積極的に参画し、総会の成功に貢献、参加者から高い評価

を得た。 

 なお、日本代表団は、今回の訪台の機会に合わせ平成 12 年以来の開催となる日台経済界の交流

の場である第６回日台商工団体懇談会を開催し、日台経済界から 121 名が出席、個別ビジネスや地

域交流の促進など民間経済外交を展開した。 

 (6) 中小企業の国際ビジネス支援 

 商工会議所会員中小企業の海外との事業拡大に資するよう、日印経済委員会、全国商工会議所中

国ビジネス研究会（登録メンバー：19 年３月末時点 477 社・団体）など商工会議所に事務局を置く

二国間経済委員会や研究会、在日各国大使館や政府関係諸機関等と連携し、中国・インド・ベトナ

ムなど会員企業の関心の高い地域を中心に、投資環境説明会・商談会や講演会を開催した。 

 また、引き続きメールマガジンやインターネット等の活用により、貿易や投資に関する情報のみ

ならず、マクロ経済動向や経済関連法令などビジネスに有益な情報提供機能の強化を図るなど、中

小企業の国際ビジネス支援を行った。 

 さらには、在外日本人商工会議所との緊密な情報交換を図るとともに、韓国、中国、インドネシ

ア、フィリピン、マレーシア、タイ、の６ヵ国の在外日本人商工会議所等では、現地「中小企業委

員会」などを中心に、当該国の日系中小企業への情報提供や経営相談、事業環境の改善を図るため

の現地政府への意見・要望活動等を行っている。 

 

５.新時代に対応した商工会議所の組織・財政・運営基盤の強化、事業の展開 
 

 (1) ビジネス認証サービス（電子証明書発行事業）の推進 

ビジネス認証サービスでは、行政機関（中央省庁、自治体等）における電子入札や電子申請・納

税、電子申請等、利用可能な手続きの拡大を図った。また、日本容器包装リサイクル協会の電子入

札への対応や行政書士会単位での割引販売、弁理士会における特許電子出願への対応などの普及と

サービス拡充に努めた。一方、ＩＴ研究会において、電子認証事業の普及・広報戦略ならびに地方

自治体の電子入札導入への対応等についての協議を行い、特に９月からは、利用者の利便性向上を

目的として、電子証明書の取得方法の簡素化や代人受取制度の採用、発行期間の短縮などの運用方

法の改善を行った。 

 

 (2) 産学連携による人材育成事業および医産連携事業の推進 

 少子高齢化の更なる進展による労働力の減少が進むなかで、日本経済が持続的な発展を遂げるた

めには、ニートやフリーターなどこれまで就労の機会に恵まれていない人材を労働力として社会に

取り込むとともに、現時点で就業している労働力の生産性向上など労働の質の向上を実現する必要

がある。 
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 当所は、17 年 12 月に地域づくりに貢献できる人材の育成、地方への円滑な人材の還流・供給を

目指すこと等を目的に、法政大学と、同大学の学生を対象とした職業資格取得やキャリアアップを

支援するモデル事業を創設しており、18年度はまちづくり公開セミナーや大学生を対象とした創業

塾、販売士検定３級の養成講座を開催するとともに、地方への円滑な人材の還流・供給に資する具

体的事業を実施した。 

 さらに、19年１月には、明治大学商学部と「地方活性化人材育成プロジェクト」に関する基本合

意書を締結、実務的キャリア教育支援モデル事業を立ち上げた。これは当所と同学部が協働して行

う地域連携事業を通じて、地方活性化を担う学生の人材育成を図るとともに、産業界のニーズに対

応した実務的キャリア教育の拡充を目指すことを目的としている。今後、地域で活躍する経営者を

招いての企業人講座の開設、商工会議所検定資格教育やｅラーニング教育、地元出身学生の地元企

業へのインターンシップ等の就職支援を積極的に推進する予定である。 

 また、がん対策基本法の施行（19年４月）を前に、商工会議所による国民の健康福祉増進に寄与

する社会貢献活動および商工会議所会員サービスの拡充のため、当所は財団法人日本対がん協会と

「医産連携による地域健康支援モデル事業創設」に関する基本合意書を締結、各地商工会議所と同

協会の支部が連携して地域の中小企業経営者や従業員、その家族等の健康管理の資質向上に資する

事業を行うスキームを創設した。これにより、各地商工会議所は、地元の協会支部との連携を通じ、

地域事情に合わせた形で健康啓発普及セミナーや高度ながん検診の紹介、がん予防や生活習慣病等

に関する健康情報提供等の事業を展開することが可能となり、その取り組みを社会に強くアピール

することを通じ、商工会議所の一層のブランド･アップが図られた。 

 19 年度においては、当所は基本合意書の締結に先立ち実施した各地商工会議所を対象としたアン

ケート調査結果も踏まえながら、各地商工会議所、日本対がん協会、同協会支部と連携して、本ス

キームを活用した医産連携事業を積極的に推進する予定である。 

 

 (3) 各種検定試験の普及推進等 

 ① 日商ＰＣ検定試験の普及等 

 17 年度まで施行していた「日本語文書処理技能検定試験」および「ビジネスコンピューティング

検定試験」を統合・発展させ、ネット社会に対応した企業実務におけるパソコンやネットワークの

利活用能力を問う「日商ＰＣ検定試験」を創設し、18 年度よりネット試験として施行した。 

 試験開始にあたり、当所では、各地商工会議所の協力のもと普及活動に取り組み、試験実施会場

および受験者の拡充に努めた。全国各地で試験会場の指導者等を対象として説明会を開催し、試験

の施行方法や施行上の留意点、指導法等について情報提供した。加えて、試験普及には指導者の理

解と適切な指導が重要となることから、公式テキスト、模擬問題集等の指導用教材を作成・提供す

るとともに、これらを活用した指導法について解説する研修会を新たに当所内に設置した研修室お

よび全国主要都市で継続して開催した（計 1,100 名が参加）。 

 また、同試験の認知度を高めるため、新聞、雑誌等の各種メディア媒体に広告を掲載したほか、

ポスター、パンフレット、リーフレットを作成し、各地商工会議所やネット試験会場はじめハロー

ワーク、ジョブカフェはじめ各種公共機関などに配布した。これと併せて、試験概要説明や企業、

教育機関、試験合格者からの推薦の声などを収録したＰＲ映像を作成し、ネット配信するとともに
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ＤＶＤで配布した。この他、検定ホームページやメールマガジンによる各種情報提供などを通じて、

現在の企業実務における「読み、書き、パソコン」の重要性を各方面に訴え普及を推進した。 

 さらに、教育機関等のニーズを踏まえ、パソコン初学者等が初級レベル（３級）を目指す過程で

学習の達成度を確認できる試験として、「基礎級（Basic）」を創設、19 年１月より施行し、受験者

層の拡大を図った。 

 こうした普及活動により、初年度（18年度）の総受験者数は３万人に達した。 

 

 ② 電子会計実務検定試験の普及 

 企業における電子会計の実践とこれに対応できる人材の育成に資することを目的に 17 年６月に

創設した電子会計実務検定試験については、中級試験を開始したほか、他のネット試験（日商ＰＣ、

日商ビジネス英語）の最上級とあわせて統一試験日による上級試験を初めて施行（９月 30 日、10

月１日）するとともに、その普及を図った。 

 

 ③ ネット試験の推進・拡充 

 ネット試験については、ＩＴ（情報技術）時代に対応した新しい試験方法として 15 年度より推

進しており、企業の人材ニーズに資する新たな検定試験を開発するとともに、既存試験のネット化

にも取り組んでいる。すでに 17年度までに施行している電子メール活用能力、日商ビジネス英語、

ＥＣ実践能力、電子会計実務、キータッチ 2000 に加え、18 年度４月より日商ＰＣを、７月よりビ

ジネスキーボードをネット試験として新たに施行開始した。これにより、簿記等を含めた 12 検定

試験のうち半数以上の７つがネット試験で施行することとなった。 

また、日商ＰＣ、電子会計実務、日商ビジネス英語検定については、10 月と 2月に統一試験日に

よる最上級の試験を実施したが、これについてもネット試験による論述式を採り入れたもので、パ

ソコン上で答案を作成、送信し、中央採点するという新たな方法で施行した。 

こうしたネット試験の本格稼動にあわせ、ネット試験会場における環境整備や試験運営面での支

援を一層充実させるとともに、各地商工会議所向けには、認定した試験会場の稼動状況を把握でき

る管理サイトを新たに開設し、19年４月より運用を開始している。 

なお、ネット試験会場数については、各地商工会議所との連携・協力のもと、大学、高校、専門

学校、パソコンスクール等の教育機関に強力に働きかけた結果、19年８月末時点で、全国で約 1,800

ヵ所に至っている。今後、これらネット試験会場には、ｅラーニングによる学習コンテンツを提供

することを予定しており、学習と資格取得をワンストップで可能とする学習センターとして、地域

における人材育成の拠点となるよう整備を進めることを計画している。 

 

 ④ 草の根ｅラーニング事業の実施 

 17 年度に引き続き、18 年度においても若者・フリーターや中小企業の従業員等が、就職・仕事

に役立つ知識、ビジネススキルをｅラーニングにより身近で手軽に学べる機会を提供する「草の根

ｅラーニングサービス事業」（経済産業省委託事業）を実施した。 

18 年度事業では、市販の学習コンテンツを調達、整理したうえで、受講者に提供する「アグリゲ

ーションサービス」を実施、17年度同事業で開発した、基本的なビジネス知識・スキル、営業職・
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販売職に必要とされる実践的な知識・スキルを学ぶ４つの学習プログラに加え、ＩＴを活用した会

計処理の基礎知識、ビジネス文書の作成術、電子商取引入門など、中小企業等における人材育成、

能力開発ニーズに沿った知識・スキルを修得する学習プログラムを調達し、受講者に提供した。 

また、学習アドバイザーによる受講者支援サービスについては、アドバイザーの役割と学習者支

援、管理者サイトの機能と利用方法などを修得する研修会を開催し、学習アドバイザーの育成に努

めるとともに、全国 26ヵ所に設置された学習センターの学習アドバイザーによる、メール等を活用

した受講者の学習支援、受講者からの質疑応答の受付・回答などを実施した。 

本事業と併行して、当所に「ｅラーニング人材育成研究会」を設置し、有識者により草の根ｅラ

ーニング事業を検証するとともに、商工会議所におけるｅラーニングを活用した人材育成のあり方

などについて研究を行った。同研究会の報告においては、(1)自宅や職場で独学による学習が一般的

なｅラーニングであるが、学習センターにおける学習ドバイザーによる対面指導、学習支援は効果

的であり大きな役割を担う。(2) ℮ラーニングを単なる学習、能力開発のための手段から、広く人

材育成のインフラとして定着させることが重要であり、学習プログラム提供にあたっては、キャリ

アパスを併せて提示することが必要である。(3)ｅラーニング自体、未だ一般に広く普及していると

は言い難い。今後は、ｅラーニングは学習者のニーズを応えた自由度が高い学習を可能とし、学習

経過と結果が蓄積され客観的な評価・保証が可能となる、質の高い学習の仕組みを低コストで提供

するものであるとの本質をあらためてＰＲしていくことが重要である等の指摘がなされた。 

なお、これら事業、研究を踏まえて、19 年度以降は商工会議所独自の人材育成事業として、検定

試験の学習、受験対策等に資するｅラーニングサービスを提供する予定である。 

 

 ⑤ 販売士検定試験科目体系の改定等 

 17 年度に決定した販売士検定試験科目体系の改定の一環として、第 58 回３級試験から新しい科

目体系（「小売業の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペレーション」「マーケティング」「販

売・経営管理」の５科目）で施行した。 

また、19年度に同じく新しい科目体系の５科目で施行される２級試験に対応する学習教材として、

「販売士検定試験２級ハンドブック」を編纂し、19 年３月に刊行した。 

 

 ⑥ 各種検定試験のＰＲ促進 

 検定ホームページ（http://www.kentei.ne.jp）は、年間の総ページビュー数が約 2,800 万（延

べ 1,250 万人の利用）にのぼっており、年々増加している。また、電話で検定試験に関する情報を

確認できる「検定情報ダイヤル（ＴＥＬ：03-5777-8600）」は、年間約 26,000 件の利用があった。

さらに、メールマガジン「Quali（クオリ）」を、毎月 1回、約 3,700 人を対象に配信している。 

例年、検定試験が集中する直前の４月と９月を検定試験の「ＰＲ月間」と位置付けており、18年

度においても、各地商工会議所の協力を得ながら、会報や検定ホームページ、ＰＲポスター（12万

枚）、「商工会議所検定試験ガイド」（20 万部）等の各種広報媒体を活用し、企業や教育機関等に対

して、全国一斉の集中したＰＲ活動を展開した。また、資格・検定関連情報誌への広告掲載や検定

試験概要資料の提供等を行った。さらに、18年度より施行開始した日商ＰＣ検定試験を広く一般に

普及させるため、ＰＲ用パンフレットおよび紹介用ＤＶＤを作成し、各地商工会議所等に配布する
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とともに、検定ホームページにおいて紹介用の映像の配信を行なったほか、日本経済新聞（８月 18

日付け全国版）への広告掲載も実施した。 

以上の結果、18年度の各種検定試験の受験者数は、約 780,000 人となった。 

 

 ⑦ 各種検定試験の厳正施行と制度改定 

 「商工会議所検定試験に係る管理規則」（13 年９月制定）に基づく施行の徹底と、身分証明書に

よる受験者の本人確認（16 年度から実施）の厳格な実施により、18 年度も引き続き、施行上の大

きなトラブルはなく、企業や教育機関等から、商工会議所の検定試験は厳正公正である、という高

い信頼と評価を得ている。検定試験の厳正施行については、定例の検定担当職員研修会や業務・検

定担当者会議などの諸会議等を通じて、各地商工会議所の理解と協力を求めるとともに、試験の直

前には、イントラネットやＥメール等で注意喚起するなど、あらゆる機会を活用して周知徹底に努

めた。 

また、受験者や指導者、教育機関、企業等からの意見・要望を踏まえた各種検定試験の制度改定

については、簿記受験料の改定、販売士２級受験料の改定、キータッチ 2000 テストおよびビジネス

キーボード認定試験の施行方法をネット試験に統一、ネット試験に関する各地商工会議所への情報

提供等の開始などを 19年度から行うことを決定した。 

加えて、ネット試験の本格施行に伴い、各地商工会議所を通じたネット試験会場の指導・支援・

協力体制の強化を図った。 

 
 ⑧ 日本珠算連盟、日本数学協会、社団法人日本販売士協会の運営支援 

 日本珠算連盟に対しては、日商が主催する「珠算能力検定試験（１～６級）」を事務委託し、同

連盟の主催する「珠算能力検定試験（７～９/10 級）」および「暗算検定試験（１～10 級）」に対す

る協賛を行うとともに、同連盟が主催した「16 代珠算名人位決定戦（於：福岡）」への後援を行っ

た。 

数学協会に対しては、同協会が開催した「教育シンポジウム（於：東京大学）」および「数学に

関するワークショップ（於：『リスーピア（小中学生を対象にした理科、数学のテーマパーク）』）」

のＰＲ等の支援を行った。 

社団法人日本販売士協会に対しては、販売士としての資質向上を目的とした各種セミナーを共同

開催するとともに、同協会主催の「販売士養成講習会等講師登録研修会」への後援と周知に関する

支援を行った。また、同協会が作成する販売士への情報提供を目的とした「販売士メールマガジン」

のメール配信等のサポートを行った。 

 

 (4) オンラインマーク制度の運用 

 インターネットショッピングの急速な普及に伴い、トラブルは増加に対応して、12 年より消費者

保護および健全なＥＣ市場の発展と事業者の育成を目的にオンラインマーク制度を運用している。

18年度末時点でのマーク発行件数は 304 件となっている。 
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 (5) 各地商工会議所運営および事業活動円滑化の支援 

 商工会議所法ならびに関係法令、定款等の運用に関する相談をはじめ、会員サービス事業、特色

ある事業への先進的な取り組みに関する事例の照会など、商工会議所運営上の様々な問題について

の相談に対し、的確な対応を図った。また、運営委員会や全国商工会議所専務理事・事務局長会議

（於：宮崎県宮崎市）等を通じて、「三位一体改革の影響と商工会議所の事業、組織運営」をテー

マに意見交換を行うなど、各地商工会議所の運営支援に努めた。さらに、各地商工会議所の会員数

等の状況および財政状況を調査し、各地商工会議所へ情報提供を行うとともに、商工会との併存、

他の商工団体等との合併の検討、法定台帳の活用、情報公開のそれぞれの状況について実態を調査

した。 

 

 (6) 特定退職金共済制度に係る法的整備の推進 

 中小企業にとって代表的な退職給付の積立制度であった適格退職年金が、14 年度の確定給付企業

年金法等の施行に伴い、24 年３月に廃止されることになっている。既存の適格退職年金は、確定給

付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済等への積立資産の非課税移換が可能とされている

が、18年３月末までに解約された２万８千件のうち６割強が契約解除後の移換先が不明になってい

ることが判明した。不明となっている企業においては、退職給付金制度が廃止されている可能性が

高く、中小企業従業員の労働環境の悪化、退職後の生活の不安定化につながり、ひいては、中小企

業の円滑な人材確保にとって大きなマイナスとなることが懸念される。 

こうした問題に対して、各地商工会議所からの要望や運営小委員会での議論を踏まえ、適格退職

年金から他制度への移換を図る中小企業の選択肢を広げるため、17 年度に取りまとめた「適格退職

年金から特定退職金共済への移換に関する要望」に関して、各地商工会議所からも地元選出国会議

員等に対し、精力的な陳情活動を行った結果、税制改正の審議において、特定退職金共済について、

①積立義務の明確化、②役員の忠実義務、役員の利益相反行為の禁止の明確化、③情報公開を中心

とする受給権保護に係る仕組みを法律上で位置づけたうえ、適格退職年金から特定退職金共済に年

金資産を非課税で移換するための所要の措置を講じるべく検討を進めることとなった。 

これを受けて、18 年度に入り厚生労働省を中心に法的整備の検討作業が行われた。当所では同省

からのヒアリング等に対応し、商工会議所としての意見を申し述べるなど協議を重ねた。しかしな

がら、厚生労働省が提示する最低掛金額の５千円への引き上げ等の事項について、当所を含める各

実施団体としては受け入れることができなく難航した。 

19 年１月に、各実施団体との調整がつかないことを理由に、厚生労働省は第 166 回通常国会への

法案提出を見送った。そのため、１月下旬より適格退職年金からの非課税移換の実現を含む法的整

備の早期化、最低掛金額の現状維持を目指し、当所では関係国会議員への働きかけを強く行い、一

定の理解を得ることができた。この結果、改めて適格退職年金からの移換も含めた特定退職金共済

制度の法的整備に関して、自由民主党政務調査会を中心に検討が始まった。 

19 年度以降も、当所は与党をはじめとする関係各所と協力して、各地商工会議所の制度運営の現

状を踏まえながら特定退職金共済制度の法的整備を早期実現させるべく活動していくこととしてい

る。 
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 (7) 全国商工会議所の休業補償プラン、チェンバーズカード等会員サービス事業の一層の普及推進 

 ９年 12 月に商工会議所の会員事業所向けサービス事業として創設した全国商工会議所の休業補

償プランは、商工会議所ならではのスケールメリットを活かした割安な所得補償保険という特徴を

活かし、中小企業における従業員の福利厚生支援策の一つとして、広く全国の会員事業所に定着し

てきている。18年度も引き続き、商工会議所における導入促進ならびに会員事業所における一層の

普及奨励を図り、各地商工会議所での加入促進活動を支援した。19年３月末現在、411 商工会議所

で実施され、加入件数（人数）は 21,406 人となっている。また、40 歳以上の中小企業経営者・自

営業者をターゲットに補償内容・サービス内容を充実させるＶＩＰタイプの導入について、運営小

委員会にて検討を行った。 

チェンバーズカード事業については、全国 5,300 店舗に及ぶ優待店で割引サービスが受けられる

一般カードの個人向けサービスに加えて、経理事務の省力化や手許現金の圧縮による資金運用の効

率化、予算・経費管理の合理化が図れる事業所カードの法人向けサービスを広く会員に普及させる

べく努めた。19年３月末現在、152商工会議所で実施され、カード発行枚数は約5万枚となっている。 

また、７年から実施の安価な掛金で葬儀など各種慶弔に関するサービスを受けることのできる慶弔

サービス制度の 19年３月末現在の加入者は、248 事業所（496 人）となっている。 

 

 (8) 「商工会議所合併に関する手引き」の作成 

 16 年４月の商工会議所法の改正により、商工会議所同士の合併手続き規定等が設けられ、合併に

伴う負担の軽減が図られるとともに、商工会議所同士の市内の一部地域での合併や飛び地となる合

併等が行えるよう地区に関する規定の見直しが行われているが、17年 4月 1日には、津商工会議所

と久居商工会議所が合併し、法改正後最初の商工会議所同士の合併事例となったほか、さいたま商

工会議所と岩槻商工会議所が 18 年４月１日の合併に向け準備を進めるなど、商工会議所同士の合

併に向けた動きが各地で見受けられた。 

そこで、商工会議所法の改正により創設された合併手続規定をもとに、商工会議所の合併の進め

方や、最低限必要な知識等を簡潔にまとめた「商工会議所合併に関する手引き」を作成し、合併に

向けて取組む商工会議所の支援に取り組んだ。 

 

 (9) ＴＯＡＳ（商工会議所トータルＯＡシステム）のシステム見直しと活用支援 

 Windows 版の後継バージョンとして平成 14 年 7月にリリースしたＷｅｂ版は、ユーザー商工会議

所からの意見等を反映し、プログラムの改善に努めた。 

また、各地商工会議所におけるＴＯＡＳの円滑な運用および高度な活用を支援していくため、ユ

ーザー商工会議所からの日常業務上における電子メールによる質問・回答のほか、ＴＯＡＳ／Ｗｅ

ｂ版ホームページ、メーリングリストでの情報提供、ＴＯＡＳパートナー等との連携により、ＴＯ

ＡＳの操作や運用に関する質問やトラブル等にきめ細かく対応した。 

このほか、Ｗｅｂ版コード等の設定・データ活用研修会の開催、各都道府県商工会議所連合会主

催のＷｅｂ版体験セミナーへの講師派遣等、積極的にＴＯＡＳの導入や活用のためのスキルアップ

を支援した。 
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(10) ＰＲ活動を積極的に展開 

 「会議所ニュース」（旬刊）、「石垣」（月刊）、ホームページ、会頭記者会見、各種プレスリリー

スなどを通じて商工会議所活動の積極的なＰＲを行った。 

「会議所ニュース」についても、変形組みを多用した変化のある紙面づくりに努め、当所や各地

商工会議所の活動を中心としたきめ細かな情報提供を行った。また、平成 19 年度税制改正・中小企

業予算（１月 21日号）や「観光振興大会２００６in はこだて」（12月 11 日号、１月 21日号、２月

１日号、３月 11 日号）、「訪インド経済ミッション」（10 月 21 日号）等の特集を組み、当所事業と

連動した記事・解説を詳細に掲載するなど、誌面内容を充実させ情報発信機能を強化した。特に、

税制改正・中小企業予算に関した特集は、50万部別刷りし、希望する各地商工会議所に配布した。 

一方、「石垣」では、地域経済の中枢で活躍する全国の商工会議所関係者に対し、企業経営や地

域振興・産業振興に役立つ情報や問題解決のヒントを提供した。厳選した特集企画、さらには人気

コーナー「まちの解体新書」における各地域のまちづくりの事例紹介など内容の充実を図った。 

さらに、各地商工会議所の正副会頭・常議員・監事（希望登録制）に会頭コメント、会頭記者会

見、重要会議等の内容を電子メールで速報する「ニュースファイル」の送信件数は 75 回に及んだ（19

年３月末送信登録先 1,678 人）。 

そのほか、編集実務の初級者を対象にした「会報編集担当者研修会」を開催し、会報づくり等に

よる商工会議所の広報活動のあり方等について情報提供に努めたほか、各地商工会議所会報の発行

を支援する「所報サービス」（記事提供システム）の一層の充実を図った。 

 

(11) 全国商工会議所青年部連合会・全国商工会議所女性会連合会の活動支援 

 18 年度において日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ）は、＜地域が創る日本の未来、故郷の新し

い風ＹＥＧ＞をスローガンに、以下の３テーマを中心に「役に立つ日本ＹＥＧ」を目指し活動を展

開した。 

第１のテーマは、「地域支援」である。日本ＹＥＧの連合体としての特性を最大限に生かし、全

国各地のＹＥＧが関わるまちづくりや祭りの成功事例、ビジネスの最先端情報などを集約し、各地

ＹＥＧの事業活動のアイデアやヒントなどを提供することで、全国ＹＥＧの地域活動への支援を行

った。また、ＹＥＧ改革推進会議を中心に「故郷の新しい風会議」を開催、行政とのパイプ強化を

図り、地域活性化のためにＹＥＧが担うべき役割とその具体的な活動について若手公務員等と活発

な意見交換を行なった。 

第２のテーマは、「組織支援」である。日本ＹＥＧの働きかけにより、日商から各地商工会議所

に対し、①青年部の設置、②日本ＹＥＧへの加入、③定款への位置づけ、④代表者の常議員会につ

いて、協力を要請するなど、各地商工会議所におけるＹＥＧの位置づけを明確にし、商工会議所の

内部組織として地域経営に積極的に関わるＹＥＧの支援を行なった。 

第３のテーマは、「企業支援」である。企業経営者であるＹＥＧ会員の出会いや交流をベースに、

それぞれのビジネスにアイデアとチャンスを見いだせる場として「ご縁満開ＹＥＧビジネスサイト」

を活用、現在登録企業数は約 1,100 社にのぼっている。また、地域・創造支援特別委員会を中心に、

中小・零細企業が抱える問題の中から、①相続税の非課税、②第三者個人連帯保証の原則撤廃の２

つのテーマに絞り、勉強会、意見交換会を実施、その成果として日商に対し提言書を提出した。 
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具体的な活動としては、会員相互の「親睦・交流」「研修・研鑚」を促進し、各地のＹＥＧ活動

の活性化を図ることを目的として、全国９ブロックにおいてブロック大会を開催した。また、11 月

に大分県大分市・別府市で「第 26回全国大会大分大会」を開催し、3,579 名の参加を得た。さらに、

19年２月には、石川県加賀市で 1,334 名の参加を得て「第 24 回全国会長研修会いしかわ加賀会議」

を開催し、各地商工会議所青年部の意識高揚、連携強化等を図った。 

なお、平成 19年３月末現在の青年部設置数は 444 ヵ所（設置率 85.3％）、うち日本商工会議所青

年部加入は 400 ヵ所（加入率 90.0％）となっている。 

  

 

 全国商工会議所女性会連合会（全商女性連）は、11月に三重県伊勢市において、「第 38回全国商

工会議所女性会連合会三重全国大会」を開催し、全国から 3,249 名が参加した。同全国大会におい

ては、４つの委員会（総務、政策、広報、企画調査）の活動報告として、長谷川総務委員長（全商

女性連副会長、大阪商工会議所女性会会長）より、各地商工会議所女性会等の位置づけ等について

と全商女性連表彰について報告があり、秋山政策委員長（全商女性連副会長、横浜商工会議所女性

会会長）からは、少子化問題に関するこれまでの取り組みの報告のほか、省エネルギー問題への取

り組みについて各地女性会へ協力依頼がなされた。また、西尾広報委員長（全商女性連副会長、京

都商工会議所女性会会長）からは、ホームページをはじめとする広報の拡充等、また 11 月に行わ

れた「アジア商工会議所連合会２００６総会」への女性会メンバーの参加について説明があり、最

後に、加藤企画調査委員長（全商女性連副会長、名古屋商工会議所女性会会長）より、「第５回女

性起業家大賞」をはじめとする女性起業家の支援、ならびに故・森井名誉会長、小泉名誉会長から

ご寄付いただいている基金の活用および基金への募金協力について報告があった。 

その後、「第５回女性起業家大賞」の表彰式が行われ、最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）を受

賞された池田治子氏(株式会社エコトラック代表取締役)、および優秀賞（全商女性連会長賞）をス

タートアップ部門で受賞された伊藤弘美氏（有限会社フェアベリッシュ代表取締役社長）、グロース

部門で受賞された堤香苗氏（株式会社キャリア・マム代表取締役）に、それぞれ盾と副賞が贈られ

た。 

また、続いて行われた「全商女性連表彰式」では、特別功労者 54 人、会員増強など組織強化に

取り組んだ 10 女性会が表彰された。 

なお、19年３月末現在の女性会設置数は 426 ヵ所、うち、全商女性連加入数は 404 ヵ所（加入率

94.8％）となっている。 

 

約３,６００人が参加したＹＥＧ全国大会 全商女性連全国大会を伊勢市で開催 
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(12) 各方面より利用がすすむカリアック 

カリアック（商工会議所福利研修センター）は、商工会議所、会員企業をはじめ各方面から幅広

い利用があった。18 年度は 19,276 人に利用され、会員事業所の研修・福利厚生を支援する共同施

設として、利用者から好評を得ている。 

当所においても、各種セミナー、シンポジウム、イベント、研修会等の開催にあたり積極的に

利用するとともに、「石垣」、「会議所ニュース」での記事掲載のほか、インターネットを利用した

ＰＲや関連団体、企業を中心としたＰＲ活動を積極的に展開し、利用促進に努めた。 

 また、全国の商工会議所が取り組む地域活性化のための事業・活動に関する各種情報を幅広く展

示し、カリアックを訪れる全国商工会議所関係者等に対して情報提供・交換の場とするため、当所

では、カリアック内に「商工会議所地域活性化情報センター」を設置することとなり、準備が進め

られた。 

 同センターは、19 年 4 月に開設され、平成 18 年度「地域資源∞全国展開プロジェクト（小規模事業

者新事業全国展開支援事業）」実施商工会議所（84 ヵ所）の事業紹介パネルや各種参考資料が展示・陳

列されている。 
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第８回行財政改革小委員

会 

10.23 8 名 (1)自立した地方の確立に向けた分権改革のあり方 

三菱総合研究所 主席研究員 山田 英二 氏

(2)意見交換 

(3)その他  

社会保障問題小委員会 11.1 6 名 (1)最近の社会保障改革と今後の課題・論点 

早稲田大学 特任教授 宮島 洋 氏

(2)意見交換 

(3)その他 

第８回労働小委員会 11.6 13 名 (1)労働契約法制及び労働時間法制について 

(2)最低賃金制度について 

(3)パートタイム労働対策について 

(4)外国人労働者の在留管理について 

(5)男女雇用機会均等法及び労働基準法の改正について（報告）

(6)その他 

第９回行財政改革小委員

会 

 

11.30 7 名 (1)提言「今後の地方分権改革の在り方」（仮題）（中間とりまと

め案）について 

(2)その他 

第 7回教育問題小委員会 

 

12.07 11 名 (1)今後の産業人材育成 

経済産業省 経済産業政策局 

産業人材担当参事官 守本 憲弘 氏

(2)その他 

第４回金融問題・第８回中

小企業政策合同小委員会 

12.13 15 名 (1)「中小企業金融の円滑化に向けた施策 

～中小企業の資金調達手段の多様化～」について 

○「電子登録債権法制」の創設 

○「ＡＢＬ（アセット・ベースト・レンディング）」 

経済産業省 経済産業政策局 産業資金課課長 

 小宮 義則 氏

○「流動資産担保保証制度（仮称）」の創設 

○「事業再生保証制度（仮称）」の創設 

○「再挑戦保証制度（仮称）」の創設 

○「海外展開支援保証制度（仮称）」の創設 

○その他検討課題 

中小企業庁 事業環境部 金融課課長 寺澤 達也 氏

(2)自由討議 

(3)その他 

特定退職金共済制度に関

する検討ワーキング･グル

ープ第３回会合 

12.19 21 名 (1)特定退職金共済制度の法整備の検討状況について 

(2)特定退職金共済制度運営に関するアンケート調査結果につい

て 

(3)その他 

第 1 回貿易関係証明小委

員会 

12.21 23 名 (1)委員長の選任について 

(2)特定原産地証明に関する研究会の設置（案）並びに非特恵原

産地証明等に関する研究会の設置（案）について 

(3)商工会議所貿易関係証明発給事務規則の改正（案）について

（追認） 

(4)特定原産地証明をめぐる最近の動きについて 

(5)その他 

第14回観光小委員会 

 

 

 

 

 

19.1.22 19 名 (1)観光立国推進基本法の成立と今後の観光立国推進施策につい

て 

国土交通省総合政策局 観光政策推進室長 水嶋 智氏

(2)観光・集客サービスの競争力の向上について」 

経済産業省商務情報政策局サービス産業課 

（観光・集客チーム）鈴木 慎一 氏

(3)「全国商工会議所観光振興大会２００６ｉｎはこだて」の開

催報告について 

(4)「全国商工会議所観光振興大会２００７ｉｎ浜松」の開催概

要（案）について 

(5)「全国商工会議所観光振興大会２００８」の開催地の選定に

ついて 

(6)その他 
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